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算定基礎届の提出期限は2026年7月10日（金）です。

の税務
10日(水)
・5月分の源泉所得税
・住民税特別徴収税額の納付

30日（火）
・4月決算法人の申告と納税
・10月決算法人の中間申告と納税
・7月、10月、1月決算法人の消費税の3ヶ月ごとの中間申告
・5月分社会保険料納付
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毎年7月に1回、社会保険（健康保険・厚生年金）に加入している全従業員の4〜6月に支払われた給与をもとに、

9月以降の1年間に適用される「標準報酬月額」を再計算し、日本年金機構に報告する書類です。

この手続きにより、実際の給与と社会保険料の間に大きなズレが生じるのを防ぎます。

対象者: 7月1日時点で社会保険に加入している全被保険者。

提出先: 管轄の年金事務所または健康保険組合。

注意点: 4〜6月の給与支払基礎日数が17日未満の月は計算から除外される（パートタイムは11日未満）。

給与担当者は提出期限までにご提出ください

6月中旬
・所得税の予定納税の通知



紹介キャンペーン
当事務所では、紹介していただける

法人・個人事業主様を募集しております。
紹介して頂いたお客様には、

法人様をご紹介して頂ければ50,000円、
個人事業主様には30,000円の

Amazonギフトカードをプレゼントいたします！
※紹介先のお客様が

顧問契約の場合に限ります。
※詳しくはお問い合わせください。

Googleの
口コミの

ご協力よろしく
お願いいたします。

猫展2026

シンプルに写実的でリアルな猫や、オリジナルの猫キャラクターなど、たくさんの

作家さんが集まった展覧会です。過去に5回開催されており、公式ページでは過

去の展示風景を見ることもできます。興味のある方はぜひ、足を運んでみては。

会期：2026年6月11日（木）～6月21日（日）※15，16，17は中休み

営業時間：11時〜18時

会場：ART STORE IYN（大阪市北区中崎西4-1-19）

日本の会社の99％は、株式市場に上場されていない会社となります。
いわゆる「非上場会社」なのです。市場に上場されている株式なら、

その株式の価額は、市場価額が公表されているので容易に知ることが出来ますが、
非上場の株式には、市場価格がないため、その株式を相続や贈与により人に渡す場合など

価格がわからないと相続税等の計算が出来ないため、税法上、評価の方法が定められています。

非上場株式の計算方法
非上場株式の評価の方法としては以下の3つの方法があります。

どの方法による評価となるか（①と②を折衷して評価する場合もある。）は、
株式を取得する人が誰なのかや、評価対象の会社の規模（総資産や取引金額や従業員）などで決定されます。

①純資産価額による評価
純資産価額とは、会社の資産をすべて相続税評価額（時価ベース）に引き直し、

そこから負債と含み益に対する税金相当額を差し引いて1株あたりの価値を算出します。

②類似業種比準方式
「配当・利益・純資産」の3要素を、似ている業種の上場企業と比較します。

③配当還元方式（特例）
過去2年間の配当金をベースに算出します。計算式がシンプルで、株価は最も低くなる傾向にあります。

上記のように評価の項目としては、会社の純資産や利益などの項目が、
評価をする上で大きな要素となるため業績の良い会社は、
知らないうちに高額な株価となっていることもあります。

現在の株価を知ることは、後継者への円滑な会社の引き継ぎを行ううえでも大切な事項となります。

非上場株式の評価について




